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防災訓練実施結果報告書の要旨 
 

Ⅰ．緊急時演習（総合訓練） 
原子力事業者防災業務計画に規定する複数の要素訓練を組み合わせて行う総合的な訓練 

報告事項 内  容 

１.訓練実施年月日 ２０１８年１２月１１日（火） 

２.対象施設 高浜発電所 

３.想定した原子力

災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失等により、原子力災害対策特別

措置法第１０条第１項および第１５条第１項に該当する事象に至る 

原子力災害を想定。 

４.参加人数 合計 ２１７名（社員：２１２名、協力会社社員等：５名） 

５.訓練の内容 ・重大事故（シビアアクシデント）を想定した総合訓練を実施 

・参加者に訓練シナリオを知らせないシナリオ非提示型訓練（ブライン

ド訓練）を、本店および東京支社と連携して実施 

＜訓練項目＞ 

①要員参集訓練（本部運営訓練含む） 

②通報連絡訓練 

③緊急時環境モニタリング訓練 

④発電所退避誘導訓練 

⑤原子力災害医療訓練 

⑥全交流電源喪失対応訓練 

⑦アクシデントマネジメント対応訓練 

⑧原子力緊急事態支援組織対応訓練 

⑨プレス対応訓練 

⑩後方支援活動訓練 

 

 

 

 

添付資料２
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６.訓練の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 全体評価 

ａ．発電所対策本部 

・発電所対策本部において、複数号機で原子力災害等が同時発生した

場合でも休日昼間帯の要員および定期検査のため出勤していた要員

で対策本部の立上げ、プラント設備状態の把握、事故対応手段の検

討、情報連絡等の初動対応について、適切に実施できていた。その

後、順次参集した本部要員による本部体制を確立するとともに、定

期的な本部内ブリーフィングの実施による情報共有や決定事項の確

認、関係箇所への原災法に基づく通報連絡、事故収束のための対応

手段の検討、実施等について、混乱なく本部活動を実施することが

できていた。また、今回の訓練シナリオは、当社では過去取り組ん

だことのないプラント停止途中段階を始期としたものを含んでいた

が、事故収束活動は問題なく実施できていた。これらの活動は、ト

ラブル対応に係わるマニュアル等に基づき実施されており、原子力

防災訓練中期計画のテーマである発電所対策本部内活動における遵

守事項の実施について問題なかった。以上より、発電所の緊急時に

おける発電所対策本部活動の習熟が図られたと評価する。 

・原子力防災訓練中期計画のテーマである、新規様式でのＣＯＰ※1の

作成および発電所対策本部内での情報共有については、後述７.に記

載しているとおり、情報共有の観点で一部改善事項が抽出されたが、

概ね適切に実施できていた。 

・前回の訓練で抽出された反省事項に対する改善の有効性についても

後述の(2)に記載しているとおり確認できた。 

 

ｂ．本店対策本部（若狭） 

・複数の発電所で発災した場合においても、発電所対策本部や、本店

対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、情報連絡、プ

レスへの対応が適切に行えることを確認するとともに、原子力防災

訓練中期計画のテーマである対外対応訓練の充実については、オフ

サイトを含めた多様な情報を管理できることを確認した。更に後述

(2)に示す２０１７年度の訓練および２０１８年度の国総合防災訓

練の反省事項等を踏まえた改善策の有効性についても確認できたこ

とから、問題なかったと評価する。 

・ＥＲＣとの情報共有・連携については、後述７.に記載しているとお

り、複数サイト発災での共有すべき情報が多くある点を踏まえ、情

報共有ツールや説明方法等に一部改善点が確認された。 

 

ｃ．総合的な評価 

・今回の訓練では、発電所および本店対策本部における本部運営、通

報連絡、緊急時環境モニタリング等の各種訓練項目について、各種

マニュアル等に基づいた対応がなされ、プレイヤーの行動に問題が

ないことを確認できた。このことから、保安教育等の机上教育、各

種要素訓練を通じ、防災要員の力量が維持されていると評価する。
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６.訓練の評価 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の訓練は休日に複数の発電所で発災するという厳しい想定の訓

練であったが、国、他原子力事業者等の緊急時の関係機関等と広く

連携し、本部運営、通報連絡、発電所事故制圧、本店による発電所

支援等について、当社の緊急時対応に問題ないことを確認すること

ができ、改善点も抽出されたと評価する。 

・以上より、高浜発電所原子力事業者防災業務計画および原子力防災

訓練中期計画を踏まえた訓練目的は、概ね達成できたと評価する。

 

※1：インシデントコマンダー、統合指揮、すべての支援機関や組織が、

効果的で一貫性のある、かつタイムリーな意思決定を行うための

まとめ情報。 

 

(2) 前回の訓練課題の改善点の確認 

【高浜発電所】 

・２０１７年９月１２日大飯高浜訓練 

ａ．発電所対策本部において、掲示物（グリッドマップ、電子ホワイト

ボード、要員管理表等）を活用して戦略の検討や情報共有を実施し

たが、掲示物へ現場調整者等の要員が近寄りにくい場面があった。

ホワイトボードを使用する情報班員と要員管理表およびグリッド

マップを使用する現場調整者の動線が交わらないようにレイアウ

トの変更を行ったことにより、事象が輻輳する場面でも現場調整者

は迅速に要員管理表およびグリッドマップを用いることができた。

また、情報班員についてもホワイトボードを用いた情報共有が問題

なく実施できた。以上より、対策の有効性が確認できた。 

ｂ．発電所対策本部において、要員管理表等を活用して要員に対する

緊急時対応・作業指示を実施していたが、緊急時対応に係る要員の

配分を行う現場調整者が、参集要員に対する役務の割当ての判断に

時間を要する場面が見られた。参集要員の要員管理表に要員の専門

性の記載を行い、要員の役務を明確にした。また、要員管理表に主

要な緊急時対応手段およびその手段に必要な人数・時間をあらかじ

め記載しておくことにより、利便性の向上を図った。要員管理表に

参集要員の役務および主要な緊急時対応手段、必要な人数・時間を

あらかじめ記載しておくことにより、現場調整者は緊急時対応に係

る要員の管理を円滑に実施することができたことから、対策の有効

性が確認できた。 

 

【本店対策本部（若狭）】 

・２０１７年９月１２日大飯高浜訓練 

ａ．電子ホワイトボードによる情報共有は１ユニット分の回線しかな

かったため、複数ユニットの共有には切り替え時間が発生してい

た。本店即応センターに電子ホワイトボード２台を新規導入し、発

電所対策本部の電子ホワイトボード（既設）と専用ネットワークで

接続した。また、電子ホワイトボードを用いて共有する情報を整理

し、初動対応中の時系列のみを記入することし、ＣＯＰ等のそれ以

外の情報は別途データベースを用いて共有することとした。上記に

より、発電所対策本部の電子ホワイトボードと１対１で映像が表示
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６.訓練の評価 

（つづき） 

され、ユニット間の映像切替が不要となった。また、電子ホワイト

ボードに記入する情報を精査することで、時系列に特化し、画面切

替のほぼ不要な運用となり、操作待ちがなく対策の有効性を確認で

きた。 

・２０１８年１月１９日美浜訓練 

ｂ．ＣＯＰ２戦略シートにおいて、優先順位を記載していたが、複数の

事故収束戦略の分類わけを行わずに優先順位を記載していたため、

優先順位１番の記載が２箇所あるなど順位が分かりづらいシート

となっていた。機能毎の戦略に対する優先順位を明確化するため、

ＣＯＰ２（事故収束戦略シート）で、機器単位の関連する処置につ

いては、同じ戦略の一環ということが判るよう、記載に主従を付け、

読み易い記載の為の様式とルールを設定した。上記により、ＣＯＰ

２を用いた本店対策本部（若狭）内の情報共有において優先順位が

分かりやすく、またＥＲＣ説明時においても優先順位の記載が明確

であり、説明しやすかったことから、対策の有効性を確認した。 

ｃ．プラントの事故収束の状況は分かりやすかったが、オフサイト、中

之島、報道関係など、よりリアリティのある訓練（自治体や住民等

からの厳しい要求を想定する等）を検討していく必要があった。オ

フサイト側の運用の確認を訓練における重点実施項目とすること

とし、下記の要請を付与情報として与え、本店対策本部の対応訓練

を行った。 

・自治体からの避難用車両の派遣要請（提供予定数を超えた台数）

・病院への高圧発電機車の派遣要請 

・住民避難先への説明要員の派遣要請 等 

提供予定数を上回る避難用車両の派遣要請等の厳しい想定の要請

に対して、本店対策本部内への報告、対応検討および回答（模擬）

を行ったことにより、オフサイト情報も含めた多様な情報に対する

情報共有、管理をできる体制であることを確認した。 

・２０１８年８月２５日国総合防災訓練 

ｄ．発電所対策本部、本店対策本部（若狭、中之島）の会議体として、

全社情報共有会議を実施していたが、会議が冗長となる場合があっ

た。会議の運用ルールについて、報告内容の確認のタイミングを明

確化し、マニュアルへの反映を行った。 

○ 次の順に報告・確認を行う。 

① 発電所からのプラント状況報告、今後の対応方針の報告 

② ①に係る本店対策本部の確認 

③ 本店対策本部各班からの状況報告 

本運用により、発電所からの報告事項に対して速やかに本店対策本

部からの確認が行われ、会議が冗長することなく運用できた。 
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７.今後に向けた 

改善点 

 

訓練実施後に抽出された今後の改善点は以下のとおり。 
 
【高浜発電所】 

ａ．ＣＯＰを用いた情報共有の改善 

・電子ホワイトボード付近でもマイクを用いて説明できるように、

ワイヤレスマイク等の導入の検討を行う。 

ｂ．通報連絡に係る対応の更なる迅速化 

・ＥＡＬの判断理由は基本的に定まっていることから、通報票を正

確かつ短時間で作成できるよう、様式中ＥＡＬの判断理由をプル

ダウンで選択可能なように改善を行う。 

 

【本店対策本部（若狭）】 

ａ．ＥＲＣ説明時のＣＯＰ最新化管理 

・口頭補足だけでなく、必要に応じてＣＯＰを手書きで更新すること

で、説明の分かりやすさを向上させる。また、手書き更新によるＣ

ＯＰの最新化管理と合わせて、ＣＯＰ発行の適切な頻度を検討す

る。 

ｂ．複数サイト発災時のＴＶ会議運用の改善 

・複数サイト発災時のＥＲＣプラント班との情報連携において、説明

の優先順位等の説明ルールを設け、説明の待ち時間を低減させる。

ｃ．ＳＦＰ（使用済燃料ピット）状況報告の遅れ改善 

・ＳＦＰの状況報告について、記載項目をあらかじめ報告様式として

定め、パラメータ採取の容易性を向上させるともに、任意の条件に

よる温度評価を記載できるような様式とすることで、既評価結果を

使用し、早期にＳＦＰ状況を報告できるようにする。 
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Ⅱ．要素訓練 

 
作業手順の習熟を図るために行う個別訓練 

報告事項 内  容 

１.訓練実施期間 ２０１７年１０月１日 ～ ２０１８年９月３０日 

２.対象施設 高浜発電所 

３.参加人数 合計 5,870 名（延べ人数） 

 
４.訓練の内容 ①要員参集訓練 

②全交流電源喪失対応訓練 

 

 訓練項目 訓練回数 参加人数 要素訓練の概要 

①要員参集訓練 計 1回 9 名 土砂崩れ等により発電所周辺の公道の車両通

行ができない場合を想定した徒歩による参集

訓練 

 

②全交流電源喪

失対応訓練 

計 1,282 回 5,861 名 (1)緊急時の電源確保に係る訓練 

(2)緊急時の除熱機能確保に係る訓練 

(3)使用済燃料ピットの除熱機能確保に係る

訓練 

(4)シビアアクシデント対策に係る訓練 

 

 

  

 
５.訓練の評価 各要素訓練について、定められた手順どおりに訓練が実施されている

ことを確認できた。 

 

 
 
６.今後に向けた 

改善点 

特になし。 

 

 

 

 

 


